
便
利
な
納
付
方
法
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

国
税
の
納
付
は
、
口
座
振
替
に
よ
る
納

付
・
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
・
ス
マ
ホ
ア
プ
リ

を
利
用
し
た
納
付
な
ど
、
金
融
機
関
や
税

務
署
な
ど
の
窓
口
に
行
く
必
要
が
な
い
、

非
対
面
の
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
」
の

ご
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

問

湯
浅
税
務
署　

☎
６
３
‐
５
３
５
１

消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
・

登
録
申
請
手
続
き
の
相
談
会

10
月
か
ら
導
入
さ
れ
た
消
費
税
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
の
概
要
の
説
明
会
お
よ
び
登
録

申
請
手
続
き
の
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

●
日
時

・
2
月
21
日
（
水
）
14
時
～
15
時

・
3
月
27
日
（
水
）
10
時
～
11
時

●
場
所
／
公
益
社
団
法
人
湯
浅
納
税

協
会 

3
階
会
議
室
（
湯
浅
町
湯
浅

2
4
3
0
番
地
77
）

●
定
員
／
20
人
（
先
着
順
・
電
話
予
約
要
）

●
申
し
込
み
先
／
湯
浅
税
務
署 

個
人
課

税
部
門 

☎
６
３
‐
5
4
0
3
（
直
通
）

●
主
催
／
湯
浅
税
務
署
・
公
益
社
団
法
人

湯
浅
納
税
協
会

ま
た
、
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
へ
の

登
録
の
要
否
を
検
討
さ
れ
て
い
る
方
を
対

象
に
個
別
相
談
の
ご
予
約
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

※
イ
ン
ボ
イ
ス
の
制
度
の
仕
組
み
か
ら
お

に
応
じ
て
負
担
す
べ
き
も
の
で
す
。
し
か

し
、
す
ぐ
に
治
療
費
を
払
っ
て
も
ら
え
な

い
場
合
な
ど
に
被
害
者
救
済
の
観
点
か
ら
、

届
け
出
を
い
た
だ
く
こ
と
で
健
康
保
険
が

立
て
替
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
こ
の
届
け
出
に
よ
り
、
健
康
保
険

か
ら
相
手
方
（
ま
た
は
損
害
保
険
会
社
な

ど
）
に
対
し
、
健
康
保
険
が
立
て
替
え
た

治
療
費
を
請
求
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り

ま
す
。

医
療
費
の
適
正
化
に
も
つ
な
が
り
ま
す

の
で
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
届
け
出
に
必
要
な
も
の

・
被
保
険
者
証

・
印
鑑
（
認
め
印
）

・
来
庁
者
の
本
人
確
認
書
類（
免
許
証
な
ど
）

・
交
通
事
故
証
明
書
（
交
通
事
故
の
場
合

の
み
）

※
届
け
出
後
、
傷
病
届
済
証
明
書
を
発
行

し
ま
す
。

※
自
損
事
故
な
ど
は
第
三
者
行
為
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
こ
と
を
確
認
す
る

届
け
出
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
注
意
事
項

既
に
加
害
者
か
ら
治
療
費
を
受
け
取
っ

て
い
る
（
示
談
が
成
立
し
て
い
る
）
場
合

や
、
仕
事
中
や
通
勤
中
の
け
が
（
労
働
災

害
保
険
の
対
象
）、
ま
た
自
身
の
飲
酒
運

転
や
無
免
許
運
転
な
ど
に
よ
る
法
令
違
反

の
事
故
で
は
、
保
険
証
が
使
え
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

知
り
に
な
り
た
い
場
合
は
、
ま
ず
は
前

記
説
明
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
ご
予
約
を
さ
れ
ず
に
ご
来
署
い
た
だ
い

た
場
合
、
ご
対
応
で
き
な
い
場
合
が
ご

ざ
い
ま
す
の
で
、
必
ず
電
話
予
約
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問

湯
浅
税
務
署 

個
人
課
税
部
門

　

☎
６
３
‐
5
4
0
3

医 

療

◆
◆
◆

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に

ご
加
入
の
皆
さ
ま
な
ど

「
交
通
事
故
で
役
場
へ
届
け
出
？
」

●
義
務
で
す 

届
け
出 

第
三
者
行
為

国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
に
ご
加
入
の
皆
さ
ま
や
福
祉
医
療
を
ご

利
用
の
皆
さ
ま
は
、
交
通
事
故
な
ど
第
三

者
の
行
為
に
よ
っ
て
け
が
を
し
た
場
合
、

役
場
へ
の
届
け
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

●
第
三
者
行
為
と
は

第
三
者
（
自
分
以
外
の
人
）
の
行
為
が

原
因
で
治
療
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
場

合
を
指
し
ま
す
。

（
例
）
交
通
事
故
（
自
転
車
事
故
を
含
む
）

で
け
が
を
し
た
と
き
・
暴
力
行
為
な
ど

で
他
者
に
け
が
を
さ
せ
ら
れ
た
と
き
―

―
な
ど

●
な
ぜ
届
け
出
が
必
要
な
の
？

第
三
者
行
為
に
よ
り
け
が
を
し
た
と
き

の
治
療
費
は
本
来
、
相
手
方
が
過
失
割
合

【
福
祉
医
療
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
へ
】

●
福
祉
医
療
と
は
／
乳
幼
児
医
療
・
子
ど

も
医
療
・
重
度
心
身
障
害
児
（
者
）
医

療
・
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
・
老
人
医
療

で
す
。

福
祉
医
療
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方

は
、
健
康
保
険
と
は
別
に
役
場
へ
の
届
け

出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
の
方
は
一
緒
に
届
け
出
が
可
能
で
す
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

下
水
道

◆
◆
◆

下
水
道
へ
の
接
続
を

お
願
い
し
ま
す

下
水
道
は
、
各
家
庭
の
ト
イ
レ
や
台
所

な
ど
か
ら
排
水
さ
れ
る
水
を
処
理
セ
ン

タ
ー
で
安
全
で
き
れ
い
な
水
に
処
理
し
、

川
に
放
流
し
て
い
ま
す
。

公
共
下
水
道
お
よ
び
農
業
集
落
排
水
が

整
備
さ
れ
た
区
域
に
お
住
ま
い
で
、
ま
だ

下
水
道
に
接
続
し
て
い
な
い
ご
家
庭
は
、

早
期
の
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

問

下
水
道
課

お知らせお知らせ
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